本部－帳－本事404-1
車両借上契約書


公益社団法人石川勤労者医療協会　事業所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）と
職員　　　　　　　　　　　　　　　（乙）は、乙所有の自家用自動車を､居宅訪問業務に利用する目的で、乙の運転する場合のみ借用することについて､下記の条件を付して契約を交わす。

記

借用期間　　　　　　　　年　　　月　　　日より　　　　　　年　　　月　　　日まで　　　

利用目的　　事業所　　　　　　　　　　　　　　　への通勤、居宅訪問業務での移動

費用負担　　消耗品‥訪問1軒当り３００円とする。
保険料‥任意保険の年間保険料の１/３､上限３００００円。
　　　　　　　　　　年度途中は月割計算する。但し､業務以外での事故によって次年度の保険料が上がる場合の増額分は除く。
その他‥施設駐車場の料金は徴収しない｡その他は実状に応じて責任者と相談する。
附記‥乙は、関係法令を遵守して安全運転に心がけること。

＜自動車保険の内容＞
　　※自賠責保険　保険会社
　　※任意保険　　保険会社
　　　　　　　　　保険料(年間)
　　　　　　　　　保険証番号
　　　　　　　　　保険期間　　　　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで
賠償内容　　対人　１名につき　　　　　　　　円
自損　　　　　　　　　　　　　　円
無保険者障害　　　　　　　　　　円
対物　１事故につき　　　　　　　円


　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甲）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


　　　　　　　　　　　　　　　　　　（乙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
